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1. 事業の概要 
アルコール依存症は受療者割合の低さが世界共通の問題になっており、日本の受療者割合はアルコー

ル依存症推定患者数 57万人のうち 4万人に過ぎない。この治療ギャップ縮小策として治療用アプリを開

発し、非専門医療機関での標準的かつ個別化されたアルコール依存症早期治療を可能にすることで、治療

の質を保ちながら、医療従事者の関与を減らし、医療行為の時間短縮が実現でき、日本におけるアルコー

ル依存症の受療者数を約 20 万人へ増加させることを目指す。 
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1.1 事業の目的 
アルコール依存症は受療者割合の低さが世界共通の問題になっている。日本の受療者割合はアルコー

ル依存症推定患者数 57万人のうち 4万人に過ぎない。この治療ギャップ縮小策として一般医療機関（内

科など）における早期介入手法が複数開発されてきた。しかし、既存手法は①習熟コスト・実施コストが

大きい、②実施者によって介入の均質化が難しい、という 2つの課題がある。 

保険適用されるアルコール依存症向け治療用アプリの事業化によって、上記 2 課題の解決を目指す。

代表機関である CureApp はニコチン依存症向け治療用アプリの事業化によって、アプリを介した医学的

なエビデンスに基づき個別化された患者のフォロー、医師の治療計画立案支援による①治療習熟コスト・

実施コスト低減、②介入の均質化というコンセプトを実証した日本で唯一の企業である。  

本提案では、既に進行している予備的ランダム化比較試験で有効性、安全性を評価している治療用アプ

リを医学専門家の意見も踏まえて更に改修し、3年の補助対象事業年度内に治療用アプリの薬事申請の根

拠となる治験の被験者組入を完遂する予定である。また、開発する治療用アプリの上市を見据えて、患者、

臨床家、アカデミア、行政機関、関連学会と協議を重ね、薬事保険戦略を構築する。 

・国内許認可申請：令和 6年 12 月  

・国内上市： 令和 8年 3月  

・海外許認可申請：未検討  

・海外上市： 未検討 

 
1.2 事業の実施体制 
代表機関：株式会社 CureApp 

PL： 宋 龍平（株式会社 CureApp） 

SL： 松下 幸生（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター） 

共同体： ①独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 

  ②地方独立行政法人岡山市総合医療センター 岡山市立市民病院 

  ③特定非営利活動法人日本遠隔医療協会 

 
  



 

3 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 
(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 
プログラム 02 疾病治療用

プログラム 
クラス分類 未確認 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） 未定（新設予定） 

対象疾患 アルコール依存症 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 アルコール依存症患者における飲酒量の低減 

薬事申請予定者 株式会社 CureApp 
医療機器製造販売業許

可 

第二種医療機器製造販売業許

可証（許可番号 13B2X10285） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 CureApp 医療機器製造業許可 
第二種医療機器製造販売業許

可証（許可番号 13B2X10285） 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  対象外 

薬事申請時期 令和 6（2024）年 12 月 対象外 

上市時期 令和 8（2026）年 3 月 対象外 

想定売上（上市後 3 年目） 8.61 億円／年（令和 10（2028）年時点） 対象外 

市場規模（上市後 3 年目） 45 億円／年（令和 10（2028）年時点） 対象外 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
19.1％（令和 10（2028）年時点） 対象外 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

■装置構成 

１．患者向けアプリ（スマートフォンで使用する） 

２．医師向けアプリ（パソコン、タブレットで使用する） 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

一般医療機関を受診する軽症アルコール依存症患者、かつ飲酒量低減が治療目標として許容される者を

本提案機器の対象ユーザーとする。一般医療機関受診者には多量飲酒者が多く、飲酒量低減を希望する

者も多いが、実際に指導を受けた者は少ないことを観察研究で示している（角南, 宋ら, 2020）。 

 

アルコール重症度で図示した対象ユーザー 

 
ガイドラインの診療フローチャートで図示した対象ユーザー 
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 ② 提案する機器の想定市場規模 

本提案機器がターゲットとする「軽症かつ飲酒量低減が治療目標として許容されるアルコール依存症

患者」は、アルコール依存症患者総数の 80％程度を占めると仮定している。厚生労働省の 2013 年の報告

によると、アルコール依存症の時点有病率は、男性 1.0％、女性 0.1％で、推計合計 57 万人であることか

ら、約 45万人が対象患者数の上限と考える。 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

(1) 競合企業は何か。 
競合企業としては海外でアルコールを含む物質使用障害患者向け治療用アプリを発売している Pear 
Therapeutics 社、及び同様の使用目的（効能効果）の医薬品（セリンクロ錠）を販売している大塚製薬

株式会社が考えられる。しかし、本製品の臨床的位置づけとしてはガイドライン上の心理社会的治療に

位置付けられると考えていることから、医薬品とのすみ分けはできていると考えている。 
 
(2) 競合商品は何か。 

上記の競合企業が販売している製品及び提案機器との比較は以下の 2)に示す。 
 
(3) 市場獲得のための障壁は何か。 

①アルコール依存症治療への患者の忌避感 

対応：アルコール依存症領域で営業活動する複数の企業と疾患啓発について協議中である。 

 

②アルコール依存症受診のきっかけが乏しい 

対応：健康診断の結果から治療用アプリ処方を提案するスキーム等を検討中である。 

 

③アルコール依存症早期介入を提供する医療機関が少ない 

対応：関連学会（日本アルコール・アディクション医学会、日本アルコール関連問題学会）との研修を企

画して早期介入を提供する医療機関を増やすほか、オンライン診療での本提案機器処方が保険診療で認

められるようにエビデンスを構築する。 

 

④市場（患者、精神科、内科等）への治療用アプリの認知 

対応：保険適用済みのニコチン依存症向け治療用アプリ及び薬事申請中の高血圧症向け治療用アプリ

の導入医療機関を増やし、医療従事者、患者双方に対して治療用アプリの認知を獲得する。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 提案機器 reSET セリンクロ錠 

メーカー 株式会社 CureApp Pear Therapeutics  大塚製薬株式会社 

概要 アルコール依存症患者

向け治療用アプリ 

アルコール含む物質使用障

害患者向け治療用アプリ 

アルコール依存症患者の飲

酒量を低減させる医薬品 

形式 治療用アプリ 治療用アプリ 医療用医薬品 

特長 非専門医療機関で処方

される 

専門医療機関で処方される 飲酒前に服用する飲酒量低

減薬 

国内市場規模 4.6億円(上市後3年目) 未検討 14 億円（ピーク時） 

国内市場占有率 - 0% 不明 

海外市場規模 - 非公開 不明 

海外市場占有率 - 非公開 不明 
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売価 22,500 円（予定） $1,665/3 ヶ月 薬価:301.50 円/錠 

保険償還点数 2,500 点（予定） 海外 12 の民間保険にて償還

あり(点数は非公開) 

薬価:301.50 円/錠 

クラス分類 Class II Class II, DeNovo 医療用医薬品 

 
reSET に対する差別化ポイント 
reSET は日本国内では発売しておらず、処方対象は専門医療機関である。一方、本製品のターゲット

ユーザーは非専門医療機関に潜在する軽症アルコール依存症患者であり、日本の標準的治療プログラム

にマッチした内容、機能を備えている。 
 
セリンクロ錠に対する差別化ポイント 
本製品の臨床的位置づけはガイドライン上におけるアルコール依存症治療の基本とされる心理社会的

治療であると考える。一方、セリンクロ錠は補助的な治療に位置付けられる医薬品であるため、治療のす

み分けはできていると考える。また、本製品は治療用アプリであり、医薬品使用で認められる副作用発生

頻度が大幅に低いことが期待され、副作用による服用・治療中止が少ないと予想される。 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 
(1) 補助期間後を含めた事業計画の概要 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

薬事申請時期   ●        
上市時期    ●       
支出額（単位：億円） 2.39 3.38 1.14 0.20 2.25 3.13 3.50 3.50 3.50 3.50 
 うち補助対象 1.00 1.00 － － － － － － － － 
 うち自己負担 1.39 2.38 1.14 0.20 2.25 3.13 3.50 3.50 3.50 3.50 
売上高（単位：億円） － － － 0.20 2.61 5.32 8.61 12.50 16.98 16.98 
販売数量（単位：千） － － － 1 12 24 38 56 75 75 

 ② 海外 

 RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

薬事申請時期 － － － － － － － － － － 
上市時期 － － － － － － － － － － 
支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 
 うち補助対象 － － － － － － － － － － 
 うち自己負担 － － － － － － － － － － 
売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 
販売数量（単位：） － － － － － － － － － － 

 ③ 国内・海外合計 

 R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

支出額（単位：億円） 2.39 3.38 1.14 0.20 2.25 3.13 3.50 3.50 3.50 3.50 
 うち補助対象 1.00 1.00 － － － － － － － － 
 うち自己負担 2.38 2.38 1.14 0.20 2.25 3.13 3.50 3.50 3.50 2.38 
売上高（単位：億円） － － － 0.20 2.61 5.32 8.61 12.50 16.98 16.98 
販売数量（単位：千） － － － 1 12 24 38 56 75 75 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
【保険収載価格】 
日本で初めて医療機器として承認された治療用アプリ（ニコチン依存症用）の価格を参考とした。禁煙

治療の指導料（最大 1146 点）にアルコール依存症治療の診療報酬指導料の要望価格（最大 1050 点）が

類似していること、禁煙薬物治療の 1日当たり価格（約 470 円）が減酒治療薬の 1日当たり価格（約

300 円〜約 600 円）と類似していることから、治療用アプリの価格についても同等に設定した。 

【対象患者数】 

アルコール依存症に関する全国調査、プライマリ・ケア医対象調査の結果を考慮し 20 万人と設定した。 
【患者への普及率（獲得シェア）】 

発売 8年目で 70%に普及できると想定し、漸増的に設定した。 
【支出】 

販管費及び原価等を設定した。原価についてはサーバーインフラ使用料及びシステム利用料等が含まれ

る。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 
(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

新規導入先開拓・導入、アプリの配信（流通）、請求・集金までを代表機関である CureApp がワンスト

ップで行えるシンプルなビジネス体制が強みである。この体制は、上市済みのニコチン依存症向け治療用

アプリの販売を通して既に確立しており、現在承認申請中の高血圧症治療用アプリにおいても活用予定

である。また、本製品は軽症のアルコール依存症患者及び内科での潜在患者の普及を目指していることか

ら、高血圧症治療アプリでの販売基盤を活用して展開することを想定している。 
 
分担機関である久里浜医療センター、岡山市立市民病院では、上市前から疾患啓発を共同して行う。ま

た、久里浜医療センターを通して関連各学会と連携し、上市後速やかに本製品の適正使用指針などが発出

できるよう調整を進める。 
 
提携先としては新規導入先開拓を担当する代理店、共同プロモーションを行う製薬企業などを検討し

ている。 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

● 医療機器プログラム総合相談：薬事開発に関する相談（2022 年 12 月 6 日@PMDA） 
PMDA と治験プロトコル相談実施に向けた薬事開発に関する相談を実施した。PMDA より治験プロト

コル相談のスケジュールや必要資料の説明を受けた。上記を受けて必要書類を準備し、2022 年 4 月 21
日に治験プロトコル相談の対面助言を実施することとなった。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

● 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 
 FTO 調査については R4 年度初旬に弁理士事務所に依頼する予定で準備を進めている。 

● 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 
 飲酒量に関する機能について、患者アプリ及び医師アプリでそれぞれ複数の特許申請を予

定している。 
 アプリ内のアルゴリズムについては営業秘密・ノウハウとして秘匿化を基本としつつ、アプ

リの挙動から外部者に推知され得るアルゴリズムについては特許権による権利化を図る。

国内に加えて PCT 出願も前向きに検討する。 
 アプリの UI 及びアイコンは画像意匠として意匠権による権利化を図る。 
 製品に関連する名称及びアプリのアイコンについて商標権による権利化を図る。 
 保険医療機器のため、医師しか患者に処方コードを発行できず、処方コードで有効化されな

い限り、全サービス機能は利用できない。 
● 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 民間向けの模造品アプリとして同等サービス機能を提供するアプリが公開されるリスクは

あり、開発抑止をすることは難しいと考えられる。一方で、模造品は効能等の広告について

薬機法で制限される範囲があるため、薬機法違反を発見次第通報していき、本製品の市場で

のポジショニングを明確化していく。 
 

 3) 開発戦略検討状況 

● 開発リスクの明確化と対応 
 製品開発：治療アプリの製品開発については実施中の予備的ランダム化比較試験における、

倫理審査手続き及び App store 及び Google play への申請手続きのスケジュール感をつか

むことができたため、R4 年度に開始予定の検証的治験のスケジュール設定および製品準備

に活用していく。 
 臨床開発：予備的ランダム化比較試験においてデータ粗集計を行った結果、治療開始前と比

較して一定程度の有効性を示す可能性が示唆された。本検討結果を基に検証的治験の例数

設計を実施し、有効性の検証を行う予定である。 
 

● 薬事申請に必要なエビデンス収集 
 予備的ランダム化比較試験（jRCTs062210005）で治療用アプリの有効性、安全性を評価して

いる。この予備的ランダム化比較試験の結果を基にして、2022 年度中に検証的治験におい

て有効性・安全性を検証する治験を実施する予定である。 
 

 4) 販売戦略等 

● 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
 販売チャネルにおいては、上市済みのニコチン依存症向け治療用アプリの販売を通して既

に確立しており、2022 年度中に上市予定の高血圧症治療用アプリの販売チャネルも活用予
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定である。 
● アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 上記の販売チャネル整備時にセールスサクセスのチームが立ち上がっており、治療用アプ

リのアフターサービス、クレーム処理の体制が既に構築されている。また、医療者向けに治

療用アプリを適切に使用するための研修動画を作成予定である。 
● QMS 等の品質保証体制 

 国内における QMS 体制は構築済みである。 
● 広報・普及計画 

 学術集会、学術誌において妥当な形で本製品のエビデンスを発信する。また、事業進捗に合

わせて主要関連学会への協賛を行う。 
 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 
① 薬事申請に必要なエビデンス収集（治験実施・成功） 

 

①PMDA とプロトコル相談を進めており、2022 年度に治

験開始予定である。 

知財 
① 特許取得 

② 他社特許侵害 

① 弁理士とともに申請を進める。また、権利主張できる

箇所とその対応につき検討する。 

② FTO 調査を定期的に実施する。 

技 術 ・

評価 

① 治験において有効性・安全性が確認できる製品開発 ① 現在実施中の予備的臨床試験において、使用患者

のコメントを踏まえた製品改良を進めている。 

その他

事業化

全般 

① 保険償還の不確実性 ① ニコチン依存症向け治療用アプリ、高血圧症向け治

療用アプリの経験を踏まえて、保険償還を意識した

治験プロトコルを作成する。 

② 本製品の費用対効果分析を行い、保険償還の議論

に援用する。 
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1.6 令和 4 年度補助事業の成果概要 
(1) 補助事業の事業概要 

ガイドラインの推奨治療や専門家の知見ベースに、また当社のニコチン依存症治療アプリや承認申請中の高血圧治療アプリ開発でも活用されたノ

ウハウ・アルゴリズムを用い、医療機関で治療のために医師から患者へ処方されることを目指すアプリです。患者さん自身のスマホ上のアプリが、認

知行動療法などを用いた適切な介入を個別化して提供し、来院と来院の間の治療空白を埋め治療効果をあげることを実現します。治療用アプリを用

いれば、医療者の習熟・実施コストを下げながら、質の担保された介入を行うことが可能となり、非専門医がアルコール依存症に対し心理社会的治療

を提供する一般内科での減酒外来を実現できると考えています。 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

ALMIGHT アルコール依存症治療用アプリ（クラスⅡ） 
 
(3) 令和 4 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 4 年度実施内容（補助事業計画書）  
令 5 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

①（１）製品開発・評価 1-1 

治験用機器のリリース 
▶ 

令和 4 年 12 月 治験用機器（アプリ）の Apple 
App store、Google Play Store への申請完了 
令和 5 年 1 月の治験開始時の Apple App store、
Google Play Store での公開完了 

▶ 

治験中の治験用機器（アプリ）不具合収集 

②（１）製品開発・評価 1-2 

情報分析基盤整備 
▶ 

令和 5 年 3 月 アプリ運用情報分析ダッシュボー

ドの運用開始 
▶ 

なし 

③（２）臨床研究 2-1 

パイロット試験 
▶ 

令和 4 年 10 月 JDDW（日本消化器関連学会機

構）で主要評価項目の統計的有意な結果を報告 
▶ 

論文化 

④（２）臨床研究 2-2 

検証的治験 
▶ 

令和 5 年 1 月に症例組入を開始 
▶ 

GCP に則った適切な治験実施、データ固定後の

速やかな総括報告書の作成 

⑤（３）許認可戦略 3-1 

PMDA プロトコル相談 
▶ 

対面助言を経て、令和 4 年 11 月に治験届照会事

項対応完了 
▶ 

なし 

⑥（３）許認可戦略 3-2 

厚生労働省経済課との相談 
▶ 

令和 5 年 5 月、9 月、令和 5 年 3 月の合計 3 回の

相談を実施 
▶ 

引き続き、数ヶ月おきの相談実施 
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令和 4 年度実施内容（補助事業計画書）  
令 5 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

⑦（３）許認可戦略 3-7 

費用対効果分析の予備分析モデル構 
▶ 

令和 5 年 3 月予備モデル構築完了 
▶ 

治験の結果を踏まえて、費用対効果分析実施を

検討 

⑧（４）知財戦略 4-1 

FTO 調査 
▶ 

令和 5 年 7 月 FTO 調査結果受領 
▶ 

引き続き、定期的に FTO 調査を実施 

⑨（６）販売戦略 6-2 

医師・患者調査 
▶ 

令和 5 年 3 月 医師・患者調査計画書作成完了 
▶ 

医師・患者調査実施 

 ▶  ▶  

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

新型コロナウイルス感染症・オミクロン株の感染拡大に伴い、現在実施

中の予備的臨床試験の被験者組入れに影響を及ぼす可能性があったが、

当初の予定通り目標症例の組入れは達成した。 

特記事項なし 

 
 

(5) 令和 4 年度の到達点（総括） 

 令和 4 年度は薬事承認申請のための検証的治験実施準備に捧げた年度であった。幸い、パイロット試験で良好な結果を得ることができ、プロダ

クト開発、薬事臨床開発が順調に進んだ結果、予定通り令和 5 年 1 月に症例組入を開始することができた。治験実施に際しては、PMDA、厚生労働

省経済課（現産情課）との相談、複数の学会理事長、理事で組成された治験調整委員会での協議を踏まえて、入念な準備の上で開始できたと考えてい

る。 
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1.7 補助事業の振り返り 
(1) チェックリストによる自己評価結果 

 項目 評価 

① 事業進捗状況 計画に対する進捗、計画の見直し中断中止が必要な状況になってい

ない 
〇十分 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 
 

〇十分 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている 〇十分 
製造販売企業等が意欲を持って参加している 〇十分 
コンソ内の十分な連携がとれている 〇十分 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い 〇十分 
開発計画が具体的で明確な目標がある 〇十分 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている 〇十分 
開発機器のコンセプトは明確になっている 〇十分 
知財戦略が立案されている ○十分 
薬事戦略が立案されている 〇十分 
販売戦略が立案されている △一部 

⑥ 総合評価  〇十分 
 
 

(2) 令和 4 年度補助事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

特になし 
 

 2) 事業の進め方 

特になし 
 

 3) その他 

特になし 
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(3) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし   
   
   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   
   
   

事業化体制 特になし   
   
   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

特になし   
   
   

 
(4) 課題評価委員会･事業化コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 特になし  
  
  

知財 特になし  
  
  

技術・評価 特になし  
  
  

そ の 他 事 業

化全般 

市場規模が限定的なこと（効果･無料の飲酒サポートアプリの存在･

患者の感じる必要性等）や、事業としての魅力に不安（開発コスト･

開発期間）がある。 

 医療機関、関連諸学会と連携してアルコール問題を抱える潜在

患者を顕在化させるためのエビデンスを構築する。 
 事業化の律速段階の中でも、企業努力で短縮できる点（検証的

治験の研究参加者組入期間など）を短縮する。 
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領域 指摘事項 対応 

 マーケティング、営業においては、他企業との提携も視野に入

れる。 
  
  

 
(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

特記なし  
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1.8 令和 5 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
(1) 令和 5 年度の事業概要 

令和 5 年度は、令和 4 年度に開始した検証的治験を迅速かつ妥当に実施し、許認可申請の準備を進める。また、評価委員会からのコメント、伴走

コンサルでの助言を踏まえて、医療機関、関連諸学会と連携してアルコール問題を抱える潜在患者を顕在化させるためのエビデンスを構築すべく、大

規模クラスターランダム化比較試験を実施する。さらに、臨床研究を保険適用の議論に活用するための医療経済評価研究も開始する。 

(2) 令和 5 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 
①検証的治験 株式会社 CureApp 令和 4 年度に開始した検証的治験を引き続き実施する。 
②患者顕在化研究 岡山市立市民病院、久里浜

医療センター 
内科診療所における多量飲酒者の割合推定と多量飲酒者への超簡易介入の効果

検証のためのクラスターランダム化比較試験を実施する。 
③厚生労働省産情課との相談 株式会社 CureApp 関連学会の意見を基に、厚生労働省産情課との相談で、具体的な保険適用条件を

議題にする。 
④関連学会への活動 株式会社 CureApp 2023 年度アルコール・薬物依存関連学会 合同学術総会に登壇し、本事業に関連

した発表を行う。 
⑤費用対効果分析 株式会社 CureApp 本製品の費用対効果を定量化するために、臨床家、研究者、当事者の意見を収集

し、本分析モデルを構築する。 
⑦    
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1.9 事業に関する連絡窓口 
 

株式会社 CureApp 

〒103-0001  東京都中央区日本橋小伝馬町 12-5  小伝馬町 YS ビル 4F 

電話: 03-6231-0183 

お問い合わせ：https://cureapp.co.jp/contact.html 

 
 


